
議
員
提
出
第
十
八
号
議
案

「
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
」
の
導
入
に
反
対
す
る
意
見
書

政
府
が
今
国
会
に
提
出
予
定
の
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
を
導
入
す
る
民
法
改
正
案
は
、
社
会
の
基
盤
で
あ

る
一
体
感
あ
る
家
庭
や
家
族
を
損
な
い
、
子
供
た
ち
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
懸
念
が
あ
る
。

夫
婦
同
姓
制
度
は
、
日
本
で
は
極
め
て
普
通
の
こ
と
と
認
知
さ
れ
社
会
に
定
着
し
、
何
ら
疑
問
も
覚
え
る

こ
と
も
、
何
ら
不
都
合
を
感
じ
る
こ
と
の
な
い
家
族
制
度
で
、
さ
ら
に
、
夫
婦
が
相
和
し
、
家
族
が
一
体
感

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
、
よ
り
進
歩
し
た
制
度
で
あ
り
、
こ
の
制
度
を
変
え
る
合
理
的
理
由
は
何
も
な
い
。

「
婚
姻
後
も
旧
姓
の
ま
ま
仕
事
を
続
け
た
い
」
と
望
む
女
性
に
関
し
て
も
、
通
称
名
と
し
て
旧
姓
の
使
用

が
一
般
化
し
て
お
り
、
何
ら
規
制
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
婚
姻
に
際
し
氏
を
変
更
し
て
も
、
関
係

者
・
知
人
に
告
知
す
る
こ
と
で
、
何
ら
問
題
も
生
じ
な
い
。

も
し
、
民
法
が
改
正
さ
れ
、
選
択
的
と
は
い
え
夫
婦
別
姓
制
度
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
制
度
の
上
で
日
本
社

会
を
封
建
社
会
に
退
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
家
族
の
連
帯
意
識
を
薄
め
、
一
体
感
を
損
な
う
行
為
を
、
国
家

が
推
奨
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
事
実
婚
を
増
加
さ
せ
、
離
婚
の
増
加
や
婚
姻
制
度
の
崩
壊
を

日
本
社
会
に
も
た
ら
す
恐
れ
が
多
分
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
子
供
に
与
え
る
精
神
的
影
響
も
計
り
知
れ
な

い
。よ

っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
国
民
の
中
に
広
く
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
で
き
て
い
る
と
認
め
ら

れ
な
い
今
日
、
日
本
の
将
来
に
重
大
な
禍
根
を
残
し
か
ね
な
い
選
択
的
夫
婦
別
姓
制
度
を
導
入
し
な
い
よ
う

要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
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